
東吾妻町 

群馬原町駅南側地区まちづくり計画にかかる 

「役場旧庁舎跡地～にぎわい広場～」 

トライアル・サウンディング実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１.群馬原町駅南側地区まちづくり計画とは 

町民の意向や上位・関連計画を踏まえ、東吾妻町の交流の玄関口である群馬原町

駅南側地区の望ましい将来像について検討し、その成果をまちづくりの「ビジョ

ン」としてまとめたもの。 

 

２.トライアル・サウンディング制度について 

 公共空間（公園・道路・河川・公共施設等）の暫定利用を希望する者（以下、利用

希望者という。）の提案の募集を行い、利用希望者が実際に一定期間、公共空間の

利用を行う制度である。暫定利用後、事後評価を行い、課題やそれに対する改善点

等を見つけ出すことで今後の公共空間の活用方針に役立てていく。町は公共空間に

対する市場性やニーズ等が確認でき、利用希望者は、使い勝手、採算性、アイデア

に対するニーズ等を確認できる社会実験的な取組である。 

 

３.トライアル・サウンディング実施の経緯と目的 

 群馬原町駅南側地区まちづくり計画において、役場旧庁舎跡地（以下、旧庁舎跡地

という。）周辺を賑わい交流ゾーンとし、重点整備地区としての取組を進めてる。

取組を進めるにあたり、旧庁舎跡地を利用した試験的にトライアル・サウンディン

グを行ったところ、多くの参加者からの好評をいただいた。 

 このようなことから、旧庁舎跡地の新たな可能性を見出し、まちづくりの機運を醸

成するためにトライアル・サウンディングを実施します。 

 

４.期待される効果 

１)町のメリット 

  ・旧庁舎跡地の具体的な活用方針を見つけ出せる。 

  ・旧庁舎跡地の魅力・アピールの向上につながる。 

  ・旧庁舎跡地の利活用を通して、町内での起業促進につながる。 

  ・まちづくりや起業に関して積極的なプレイヤーを見つけ出せる。 

 ２）利用希望者のメリット 

  ・一定期間（短期間）での実施となるため、リスクが少なく参加しやすい。 

  ・立地、使い勝手、必要な設備、採算性、市場のニーズ等を把握できる。 

 

５.スケジュール  

１） 実施要項公表 令和６年５月１日（水） 

２） 募 集 期 間 令和６年５月１日（水）～令和６年１２月１１日（水） 

３） 実 施 期 間 令和６年５月１日（水）～令和６年１２月２５日（水） 

 ※利用期間は最短 1 日～最長７日程度とする。 

 ※利用希望日の２週間前までに申請を行う。 

 

 



６.対象場所 

 【旧庁舎跡地】 

   １）所 在 地  群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町５９４番地３ 

   ２）所 管 課  総務課 

   ３）敷地面積  １６４２．７９㎡ 

   ４）現地状況  砂利（下記写真参照） 

 

   

旧 庁 舎 跡 地（県道側）       旧 庁 舎 跡 地（駅側） 

 

７.トライアル・サウンディングの流れ 

 １）事前相談・現地調査等 

  ・提案内容や利用方法について事前相談を受付る。 

  ・希望する場合は、事前に建設課まで連絡すること。 

   （連絡先については１３．問い合わせ先参照） 

 ２）提案受付 

  ・暫定利用を希望する者から提案の受付を行う。 

  ・提案受付時には必要な書類を全て提出する。 

 ３）提案内容の審査 

  ・参加資格や提案要件を満たしているか審査を行う。 

  ・必要に応じて、提案事項等のヒアリングを行う。 

 ４）使用許可 

  ・建設課より暫定利用の使用許可書を交付する。 

 ５）暫定利用・アンケート 

  ・許可内容に応じた暫定利用を実施する。 

  ・暫定利用中に建設課が実施するアンケート調査について協力を行うこと。 

６）ヒアリング（使用実績報告書の提出） 

  ・暫定利用後、今後の取組に生かすためヒアリング（意見交換）を行う。 

  ・この際に、使用実績報告書の提出を行う。 

 

 



８.参加資格者 

 １）対象者になる者 

  ・提案する内容を実行する意思と能力（資格）を有する、民間企業やＮＰＯ法人

等の法人、個人事業主、又は任意団体とする。 

２）利用希望者の除外の要件 

  次のいずれかに該当する者は、除外の対象となる。 

  ・地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

  ・東吾妻町暴力団排除条例（平成２４年東吾妻町条例第２０号）第２条に規 

   定する暴力団員等である者、またその家族 

  ・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律 

   第２２５号）に基づく更正・更正手続き中の者 

  ・本町が賦課する税、また、使用料等に滞納のある者 

  ・法人税、消費税又は（法人町民税）を滞納している者 

  ・提案書類提出時で、東吾妻町の入札参加の制限を受けている者 

 

９.利用申請方法 

  利用希望者は、次の書類を全て提出するものとする。 

  １）使用許可申請書（様式第１号） 

  ２）参加申込書（企画書）（様式第２号） 

  ３）利用希望者概要書（様式第３号） 

  ４）誓約書（様式第４号） 

  ５）代表者の世帯全員の住民票（町外に住所を有する場合に限る。） 

  ６）その他町長が必要と認めた書類 

 

１０.提案の要件 

 １）提案内容について 

  利用希望者の提案内容は、次の全てに該当するものとする。 

  ・旧庁舎跡地で確実に実施することのできる内容であること。 

   ・参加者の利便性や、満足度が向上する見込みのある提案内容であること。 

２）提案の対象外となるもの 

  利用希望者の提案内容が、次のいずれかに該当するものは提案の対象外とする。 

   ・政治または、宗教的活動 

   ・商業宣伝を主として行う活動 

   ・青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等 

   ・騒音・異臭をなど著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

    号）第２条第５項に規定する指定暴力団等の活動 

   ・公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動 

   ・その他、町が認められない活動 

 



１１.事業実施にあたって 

 １）事業実施 

  ・許可書に掲載された条件に従って、提案した内容の事業を行うこと。 

  ・事業実施中は、使用許可書・参加承諾書の携行を行うこと。 

  ・使用料については無料とする。 

  ・応募に関する費用は利用希望者負担で行うこと。 

  ・事業実施後、旧庁舎跡地の原状回復を行うこと。 

 ２）事業の中止 

  次のいずれかに該当した場合事業の中止を行います。 

  ・申請した内容に反する場合 

  ・トライアル・サウンディングの目的から逸脱している場合 

  ・事業実施中に町から、再三の警告を受けているにもかかわらず改善が見られ 

   ない場合 

  ・町が緊急性を要する事情等が発生し、事業の中止を求めた場合 

  ・その他、町長が事業の中止を認めた場合 

 

１２.留意事項 

 １）提出書類の取り扱い 

   ・トライアル・サウンディング以外の目的では使用しない。 

   ・提出書類の著作権は作成者に帰属するが、返却は行わない。 

 ２）法令等の遵守 

   ・提案に当たって、利用希望者の責任において関係法令等を事前に確認し、事

業実施時における法令適合のリスクは利用希望者に帰属することとする。 

３）損害の責任 

   ・利用希望者の提案する事業の実施により町又は第三者に与えた損害について

は、その一切の責任を利用希望者が負うこと。  

 

１３.問い合わせ先 

   〒３７７－０８９２ 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町１０４６番地 

   東吾妻町役場 建設課 都市計画係 

   TEL：０２７９－６８－２１１１（内線２２６２） 

FAX：０２７９－６８－４８００ 

   E-mail ke-toshikei@town.higashiagatsuma.gunma.jp 

 

１４.その他 

 １）町の支援内容 

   ・長机、椅子、テント等必要な備品の貸し出し。（数制限あり） 

   ・東吾妻町ホームページでの情報発信（実施日の１４日以内の申請の場合） 


